
添付資料：「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」リーフレット

長野県の年代別相談状況

１ 特別相談「若者トラブル１１０番」の実施

  ５か所の県消費生活センターにおいて、若者トラブル１１０番を実施します。電話

又は来所によりお気軽にご相談ください。

日 時 平成２４年１月２６日（木）、２７日（金）

        ８：３０～１７：００ ［長野、松本、飯田、上田の各消費生活センター］

       １０：００～１８：００［消費生活センターおかや］

２ 共通キャラクター「カモカモ」をデザインしたリーフレット・ポスターによる啓発

  (1) 高校・短大・大学・関係機関へのリーフレット・ポスターの配布

  (2) コンビニでのポスター掲示、リーフレット配布

  (3) 公共交通機関での車内広告

３ ホームページ・インターネットを利用した情報提供

  (1) 長野県「消費生活情報」ホームページでの情報提供

     http://www.nagano-shohi.net/

  (2) インターネットバナー広告

    ２月下旬からの１か月間、Yahoo Japan のページﾞ上でバナー広告を掲載します。
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若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施します

消費生活室及び県消費生活センターでは、１月～３月の間、若者をターゲットにした悪質

商法被害防止のため、「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」

として以下のような様々な取り組みを実施します。

担当：企画部 消費生活室 相談啓発係

   (室長) 小口由美  (担当) 菅沼 淳

電話：026-223-6770 （直通）

FAX: 026-223-6771

E-mail：shohi@pref.nagano.lg.jp







種　　類 項目 ～２９歳 ３０～５９歳 ６０歳～ 不明 合計

件　数 8 1 1 10

構成比 80.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100.0%

件　数 29 70 70 9 178

構成比 16.3% 39.3% 39.3% 5.1% 100.0%

件　数 25 42 1 3 71

構成比 35.2% 59.2% 1.4% 4.2% 100.0%

件　数 619 1,285 357 119 2,380

構成比 26.0% 54.0% 15.0% 5.0% 100.0%
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